
定例選挙管理委員会議事録

 下記のとおり定例選挙管理委員会を開催したので、議事の要旨について記録する。
１．日 時  令和4年５月31日（火）、9時30分～11時20分 
２．場 所  半田市役所 3階会議室304 
３．出席者  （委員長）尾前宣男、 

（委員）前田早苗、服部裕子、成田吉毅 
       （事務局）山本書記長、石島書記、木原書記 
４．議 題  (1)令和4年4月7日開催の定例選挙管理委員会議事録について
         (2)選挙人名簿（在外選挙人含む）の登録者数について 
         (3)市議会6月定例会への議案上程について

(4)その他 
全国市区選挙管理委員会連合会東海支部議案等について
第26回参議院議員通常選挙の予定について 他 
次回、次々回選挙管理委員会について

【議事】 
委員長 委員会の開催宣言。 

議題(1)「令和4年4月7日開催の定例選挙管理委員会議事録」につい
て、事務局に説明を求めた。 

事務局 議事録について説明した。 
委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。
委員 脱字２か所の指摘。選挙管理委員会の「選」の字１か所と、改正ポイン

トの単語に文脈上、助詞として「を」を挿入。 
事務局 ご指摘の点をいずれも改めます。 
委員長 修正された、事務局作成の議事録について、承認することを決定した。 

半田市選挙管理委員会規程第14条に基づき、成田委員を署名者とし
て指名した。 
議題(2)「選挙人名簿（在外選挙人含む）の登録者数」①～③につい
て、事務局に説明を求めた。 

事務局 「選挙人名簿（在外選挙人含む）の登録者数」①～③を順に説明
まず、①選挙人名簿登録者数については、資料にまとめた内訳を提示

し、令和 4 年３月 1日現在の登録者数を基準にして、減少傾向が続いて
おり、１００人程度減少した中で、令和 4 年６月 1 日基準日における選
挙人名簿登録者数は、 
男 48,484 人、女 48,072 人、合計 96,556 人である旨を説明。 
次に、②在外選挙人名簿登録者数について、３月１日現在の登録者

数から変更がなく、令和 4年６月１日基準日における在外選挙人名簿登



録者数は、 
男 2３人、女 3６人、合計 59人である旨を説明。 
あわせて、愛知県選挙管理委員会への報告について、以下のとおり資料
に基づき説明。 
選挙人名簿登録者数：合計 96,556 人 

（内訳：男 48,484 人、女 48,072 人） 
在外選挙人名簿登録者数：合計 59人 

（内訳：男 23人、女 36人） 
次に、③定時登録に伴う告示について、半田市選挙管理委員会告示に
より、令和 4 年６月 1 日現在において、以下の請求に必要な選挙権を有
する者の数について説明した。 
１．地方自治法の規定による直接請求 1,932 人 
２．市町村の合併の特例等に関する法律の規定による合併協議
会設置の請求 16,093 人 

３．地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定による
解職請求 32,186 人 

以上を説明し、承認を求めた 
委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。
委員長 意見等はないため、議題(2)について、事務局説明のとおり承認すること

を決定した。 
次に、議題（３）「市議会 6 月定例会への議案上程について」事務局
に説明を求めた。 

事務局 ２点説明。選挙公営費の単価改正に係る条例改正と、参議院議員通
常選挙におけるポスター掲示板区画数増に伴う補正予算計上について、６
月１４日開会の市議会定例会に議案上程するため、上程内容を説明。

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。
委員 ポスター区画数の増加に伴う補正予算については、必要な予算ということ

で市議会の議決をいただくにして、スケジュール的に現場での設置が先行して
いく説明だったので、市議会議員によくよくご理解いただくよう説明を尽くした
方がいいと思う。 

書記長 調整いたします。 
※定例選挙管理委員会後に議会事務局等と調整の結果、６月補正予
算の計上はとりやめて、予備費を充用して事業を施行することとした。

委員長 ほかに意見等はないため、議題(3)について、事務局説明のとおり承認す
ることを決定した。 
最後に、（4）「その他」について、事務局に説明を求めた。 

事務局 下記の３点について資料で説明。
① 全国市区選挙管理委員会連合会東海支部議案等について



５月１８日（水）・１９日（木）開催で成田委員が出席予定の件
で、書面評決となったため、評決結果を報告。 
② 第 26回参議院議員通常選挙の予定について 
愛知県選挙管理委員会からの情報提供として、５月３０日（月）に
立候補予定者説明会に１７陣営が参加。６月７日（火）には県内
市町選管向けにオンライン説明会、６月９日（木）、１０日（金）に
事前審査を予定。6月 22日（水）公示予定で準備が進んでいる旨報
告。 
③ 最高裁裁判官国民審査の在外投票に対する違憲判決新聞報道（5
月 26日付）について 
最高裁の違憲判決を受けて、国の立法措置がどう動いていくかは現段階
で不明。市選管の立場で実務的な影響がいつでるかも不明。国の制度
改正の状況をみながら今後対応の必要な場合有。 

書記長 説明の３点と別に、１点確認のため情報共有。 
先般、住民監査請求をされた市民から、４月中旬に、選挙管理委員会
から検察庁に告発を促す嘆願書が提出された。４月２０日には嘆願書一
式を各委員に送付済。また、５月中旬以降には嘆願書に付帯する依頼文
書の追加提出が数点あったため、すべて資料の写しを配布。 
以上の経過にくわえ、委員長と書記長が嘆願書の提出者とやりとりした内
容は補足説明。 
最後に、取扱いは委員４名で決めることを確認で伝達。 

委員長 書記長から逐次報告は受けており、あわせて各委員の意見として４名とも
告発しない考えを承っている中で、委員会の総意としては告発しないことを基
本にしていますが、本日新たに報告を受けた情報もあるため、今一度書記長
から時系列に整理した情報の報告を受けつつ、委員長が最終決定する流れ
としたいがよいか。 

委員 異議なし（３名）
委員長 では、この件は、改めて意見聴取や協議の必要があれば私から動きます

が、書記長から整理された報告を受けたうえで、委員会の決定を委員長が
行うこととします。

委員長 そのほか、質問、意見等がないか確認した。
委員全員 質問、意見等なし。
委員長 次回及び次々回の定例選挙管理委員会について、

後日、事務局から連絡調整をするということで、決定しだい周知する流れ
でお願いします。 

委員長 委員会の閉会宣言。 

上記議事録に相違ないことを確認しました。 



令和 年  月  日 

委員長

             委 員                    


